
 

  
 

 

 

 

 

 

 夏休みまで、あと数えるほどの日数となりました。今回の生徒指導だよりでは、いじめにつ

いて考えようと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

生徒指導だより 令 和 ６年 ７ 月１ ７ 日発行 

市川市立東国分中学校 

生 徒 指 導 部 

７月号③ 

（いじめの定義）  

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等

と一定の人 的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インター

ネットを通じて行われ るものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の

苦痛を感じているものをいう。 （「いじめ防止対策推進法」第２条の規定による）  



千葉県子どもと親のサポートセンターより 


